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日時：令和８年４月21日㈫ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館

▲写真右から、川上産業部長、野田産業部次長、森田経営支援課長、油谷同課主幹

奈良県 川上 孝範　産業部長来訪奈良県 川上 孝範　産業部長来訪

　４月１日付の奈良県の人事異動により、川上 孝範産業部長、野田 康彦産業部次長兼知事公室次長、 
森田 英樹経営支援課長、 油谷 泰成経営支援課主幹が来訪され、当協会の塚本哲夫会長が応対しました。
　奈良県から、燃料価格や人材確保について質問があり、塚本会長は、それぞれ具体的な現況について報
告しました。また、脱炭素・水素の取り組みについては、協会、各事業者が取り組みやすい施策から実施
していることを説明しました。
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日時：令和８年３月13日㈮ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室

第40回奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会第40回奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会

（委嘱状の交付）
　委員の変更により、奈良新聞社　取締役企画部長　柴田誠彦 氏及び大和中央陸運株式会社　辰巳貴昭 氏
の２名に対し、塚本本部長より委嘱状の交付を行った。

　イラン情勢の影響で、燃料価
格が高騰しており「燃料供給を
一時的にストップするためイン
タンクへの供給はできない。ス
タンドの供給を優先させる。」と
いった情報が事業者から入って
きており、先行き不透明な状態
である。
　３月末に、全日本トラック協
会が主導となり、燃料価格高騰

塚本本部長挨　拶
等経営危機突破総決起大会が東
京で開催される予定であり、政
府へ要望していく流れになるが
現時点では状況を見守るしかな
い。
　また、法改正に伴い、今後、
許可更新制などが始まれば、適
正な事業運営をしていかない
と、許可更新できないことは容
易に想像できる。

　今後、我々が関係する法律が
施行されていくが、会員にはセ
ミナー等を通じて、情報発信し
ていきたい。
　本日は、蓮花委員長はじめ各
委員の皆様には、様々な角度か
らご意見を賜りますようお願い
したい。と挨拶した。
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委員長〈学 識 経 験 者〉帝塚山大学　名誉教授　蓮花一己 氏
委　員〈マスコミ関係者〉株式会社奈良新聞社　取締役　企画部長　柴田誠彦 氏
　　　 〈労働組合関係者〉全日本運輸産業労働組合連合会 奈良県連合会 執行委員長　浦久保幸浩 氏
　　　 〈貨物自動車運送事業者〉大和中央陸運株式会社　代表取締役社長　辰巳貴昭 氏
　　　 〈参　　考　　人〉近畿運輸局　奈良運輸支局　支局長 竹内弘明 氏
　　　 〈オブザーバー〉　　 同　　企画輸送・監査部門　首席運輸企画専門官　柏原博人 氏
　　　 〈協　　　　　会〉奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関　本部長　塚本哲夫 氏
　　　 〈役　　　　　員〉公益社団法人奈良県トラック協会　専務理事　中林利光
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　常務理事　松村久美子
　　　 〈事　　務　　局〉　　　 同　　　　　　　　　適正化事業部長　森　弘成
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　適正化事業課係長　井口元裕
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　適正化事業課　木下鼓太郞
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　適正化事業課　野口海斗



診断」であった。

２�．荷主等の違反原因行為の情
報収集について

　改正貨物自動車運送事業法に
おける、違反原因行為に該当す
る荷主等の行為を国土交通大臣
に通知する規程に基づき奈良県
トラック協会からは２名の適正
化事業調査員を選任し、主に巡
回指導において情報収集に努め
たが奈良運輸支局への情報提供
は無かった。

３�．苦情処理
　苦情は計24件で、内訳は危険
運転12件、違法駐車２件、その
他（名義貸しの疑い等）10件で
あった。

４�．2025年度安全性優良事業
所の認定結果について

　2025年度の奈良県の新規申請
は９件、更新申請が37件で合計
46件を受付し、全ての事業所が
認定を受けた。
　2025年度の奈良県の認定率は
26.4％となっており2024年度と
比べて0.7％増加した。

１�．巡回指導について
　令和７年４月から令和８年２
月までに170件の巡回指導を実
施。内訳は通常の巡回指導が
159件。新規事業者の巡回指導
が11件。
　また、悪質性が高いとされる
速報事案が１件。（全ての定期点
検未実施）
　巡回指導の総合評価は約７割
の事業者がＡ・Ｂ評価で、大半
の事業者が前回と同等かそれ以
上の評価だった。また、指導率
が高かった項目は「特定の運転
者に対する特別な指導及び適性

令和７年度奈良県適正化事業実施機関の活動状況について議事１

改正物流法等）について、巡
回指導を通じて周知徹底を図
る。

④�安全性評価事業について、令
和８年度は認定取得率27.4％
以上を目指し実態に応じた対
策を推進する等、更なる取得
促進に努める。

⑤�巡回指導の評価がＤ・Ｅ評価
の事業者に対する重点化対策
の実施状況について、令和５
年４月から令和８年２月の約
３年間でＤ・Ｅ事業所が120件

減少した。残っている41件の
内、35件が霊柩事業者であり
大半を占めている。巡回指導
の評価がＣ評価かつ「適」が
一定割合未満の事業所への取
り組みについては、Ｄ・Ｅ評
価事業所の評価向上を優先し
つつ取り組んで行く予定。参
考として令和８年２月末時点
で51事業所が該当している。

①�巡回指導実施目標件数につい
ては、180事業所（上半期100
事業所、下半期80事業所）と
する。

②�奈良運輸支局等との連携によ
る、新たな「違法な白トラ利用」
を加えた事業者の法令遵守を
妨げる違反原因行為に関する
荷主情報の収集を徹底し、ト
ラック・物流Ｇメンに迅速な
情報提供を図る。

③�昨今の法令改正等による制度
見直し（トラック適正化二法・

　最近、交通事故の件数は減っ
てきているが高速道路での逆走
事故や大型トラックと乗用車に
よる暫定二車線での正面衝突に
よる死亡事故といった悲惨な事
故が続いているため、交通事故
の防止は重要な課題である。
　事故防止の観点より、睡眠時
無呼吸症候群を検知する装置が
できており、今後トラック事業

令和８年度奈良県適正化事業実施機関の活動指針（案）について議事２

蓮花委員長委員長挨拶
者でも活用できるようにしてい
きたい。
　また、令和８年４月よりＪＡ
Ｆの特別支援隊が即応部隊とし
て活動を開始する予定であり、
主に災害が発生した地域におい
て、放置された車両の撤去など
を行う。世界中で高まっている
戦争のリスクに加えて、日本で
は災害のリスクも高まっている。

これらの有事の際にどのように
対応するのか、実際に対応する
にはどのような装備や訓練が必
要なのか、課題が多いと感じて
いる。
　このような背景を踏まえた上
で、議題を進めていきたい。と
挨拶した。

その他議事３
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◦�Ｇマーク認定率の目標につい
て、26.4％を27.4％にすると
いった単年ごとの目標ではな
く長期的な目標を立てる方が
良いのではないか。（例：５
年後に全国認定率と同等を目
指す。など）

◦�適性診断受診など法令上の義
務となっている事項もあるの
で、Ｇマークの取得率は本来
100％に近づいていくのが理
想だと思う。全国的に見ても
30％程度に留まっておりここ
から50％を超えれば取得率は
大きく上がると考えられ、取
得率が80％程度になれば未取
得の事業者に何らかのペナル
ティを考えていくことも可能
だと思う。

◦�塚本本部長が取り上げた霊柩
事業者の問題については、奈
良県だけでなく全国でも同様
の課題があると思われる。許
可の更新制度も始まることも
あり、一般貨物と霊柩は切り
離す等の対応も必要ではない
かと感じた。

◦�苦情問題について、個人的に
はトラックに煽られるケース
はかなり減少したと思う。ト
ラックの特性について知らな
い一般ドライバーは多いと思
う。例えば路面電車の場合だ
と、停止距離が乗用車の３倍
と長いので、路面電車が急に
突っ込んできたと苦情が入る
こともある。そのため、路面
電車の特性を知ってもらうた
めに、広報啓発を行っている
会社もある。このように、ト
ラックの特性を知ってもらう
取組みをトラック協会から
行っていくことも必要であ
る。

◦�昔からの商慣習はたくさん存
在しており、荷主からすると
トラック事業者がやってくれ

て当然だと考えることも多い
と思うが、法律の改正により、
これはできないと言える部分
も多くなってきたのではない
か。

◦�この委員会では、私も運送業
界について勉強させて頂いて
いる。まだまだ運送業界につ
いて一般消費者が知らない部
分も多いと思う。そのような
方々に分かりやすく業界につ
いて理解して頂くことが重要
である。

（塚本会長）
◦�トラック協会に対する苦情

は、どのように対応している
のか。昨今、一般消費者のト
ラックに対する感覚が過敏に
なっており双方の認識のズレ
が発生しているように感じ
る。

　�それが苦情の原因となってい
るのではないか。

　�事務局：基本的には該当事業
者に連絡し、社長や運行管理
者に説明し事実確認と事実で
あれば再発防止の指導をお願
いしている。認識のズレにつ
いては、危険運転の通報があ
り実際に事業者がドライバー
に確認したところ、そのよう
な危険運転はしていないとい
う回答があるのは事実であ
る。

◦�巡回指導のＤ・Ｅ評価の事業
者について、霊柩事業者が多
いのはなぜか。

（蓮花委員長）
◦�巡回指導において、Ｄ・Ｅ評

価の事業所が減少していると
感じる。昨年も同じ事を言っ
たと思うが、Ｄ・Ｅ評価から
Ａ評価に改善した事業所の取
り組み等をモデルとして紹介
するのも良いのではないか。
　�事務局：有効なモデルとして

紹介できるよう取り組んで参
りますと回答。

◦�巡回指導において、評価が劇
的に良くなる方法はあるの
か。
　�事務局：調査項目が38項目あ

り、Ａ評価を目指すとなると
34項目以上の適判定が必要で
あり、全体的な向上が必要と
回答。
　�蓮花委員長：たまたまＤ評価

からＡ評価に上がった訳では
なく、全体的な努力が結果に
なったという事か。そのよう
な例があれば資料としてまと
めておくのも良い。

◦�荷主等の違反原因行為の情報
収集について、奈良県では情
報提供なしとなっているが、
全国的には情報提供されてい
る。具体例を示すと、このよ
うな事ならあるという話も出
てくると思うので、調査の手
法を工夫する事も大切だ。回
答率の高い都道府県の手法を
参考にしても良い。

◦�全国的にも、評価の低いＣ評
価の事業者へ巡回指導を行っ
ていくことは当然である。

【委員からの主な意見】
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▲塚本哲夫会長

▲蓮花一己委員長



ある。
　�奈良の認定率が低い要因につ

いて、巡回指導時には、取得
するメリットがないという話
を事業者から聞くこともあ
る。今後も認定率の向上のた
めに広報活動を続けていく。

（浦久保委員）
◦�巡回指導における評価の向上

は事故の減少に繋がっている
と実感している。今後も健康
診断の実施等により事故防止
に繋げて欲しい。

◦�白トラ行為の摘発について、
警察、運輸支局等からの、摘
発件数のデータの公表が無い
ため公表して頂きたい。

◦�事故防止のため、道路環境の
改善について県に要望してい
きたい。トラック協会でも県
内の道路状況の把握をして頂
けると助かる。

（辰巳委員）
◦�2026年１月から施行された取

適法について、私の会社では
とても助かっている。主に手
形払いについて今まで困って
いたが、取適法で手形払いが
禁止されたので良かった。今
まで法律の改正は、運送事業
者に対して規制を強めること
が多かったので良い印象では
無かったが、取適法の施行で
印象が良い方向に変わった。

◦�Ｇマークについて、私の方か
らもＧマーク取得の促進を周
辺に勧めていきたい。

（柏原首席運輸企画専門官）
◦�トラック協会とも連携し、白

トラ行為の摘発や商慣行の改
善に今後も取り組んでいく。

　�運行管理者が存在しているは
ずなので、どのように管理し
ているのか。

　�事務局：霊柩事業者は、葬祭
業務の一環として輸送業務を
担っていることも多く、運送
事業としての業務に関する理
解・認識不足が考えられる。
令和８年度は、巡回指導がＤ・
Ｅ評価の霊柩事業者への巡回
指導を実施していく。

（柴田委員）
◦�安全性優良事業所（Ｇマーク）

の認定要件はどのような内容
か。また、奈良の認定率が全
国と比べて低い要因はあるの
か。

　�事務局：認定要件は「安全性
に対する法令の遵守状況」「事
故や違反の状況」「安全性に
対する取組の積極性」の３点
が基準を満たしている必要が
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▲柴田誠彦委員

▲辰巳貴昭委員

▲浦久保幸浩委員

▲竹内弘明 氏（左）と柏原博人 氏（右）



日時：令和８年３月27日㈮ 午前11時～
場所：自由民主党本部　８階大ホール

　坂本克己 全日本トラック協会最高顧問が、「中東情勢の緊迫感が発端となった今回の燃料の供給制限、
価格高騰に伴い、運送事業者が、ほしいときに、ほしい場所で、値ごろ感で、優先的に供給いただきたい。」
と挨拶されました。
　その後、主催者代表　寺岡洋一全日本トラック協会 会長、加藤勝信 自民党トラック輸送振興議員連盟
会長等の挨拶がありました。

トラック・タクシー・バス３団体代表挨拶

「燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会」開催「燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会」開催
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１　開会
２　�トラック・タクシー・バス３団体代表挨拶
３　主催者挨拶
４　議連挨拶
５　党代表挨拶
６　激励（現状説明）
７　大会決議
８　ガンバローコール
９　閉会
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日時：令和８年４月13日㈪ 午後13時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：吉岡担当副会長、委員10名、役員２名、事務局２名　　以上15名

第１回交通安全・労災防止対策委員会第１回交通安全・労災防止対策委員会

▲西川武志委員長 ▲吉岡幹自担当副会長

▲中西雄大 氏 ▲佐藤史也 氏

　�「労働安全衛生について」
　�令和７年の労働災害発生状況及び労働安全衛生法の改正について
　　　奈良労働局 労働基準部 健康安全課 健康安全係 
� 中西 雄大 氏
　「法令遵守について」
　飲酒運転防止及び行政処分基準の強化について
　　　奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 運輸企画専門官 
� 佐藤 史也 氏

指示事項

⑴�　春の交通安全県民運動への取組について
　　�　県内各地域における令和８年度春の交通安

全県民運動期間中の取組について報告した。
⑵�　奈良・針トラックステーションの施設利用状
況について

　　�　令和７年４月から令和８年１月における大
型トラックの立寄台数が132,387台で、東神
トラックステーションに次ぐ全国２位であっ
たことを報告した。

⑶�　令和８年度（第37回）３か月無災害運動に
ついて

　　�　６月から８月までの３カ月間、事業場にお
いて自主的な労働災害防止活動を展開し、労
働災害ゼロの達成と継続を目標として実施さ
れることを説明し、運動への参加を要請した。

⑷�　ＳＴＯＰ！熱中症　クールワークキャンペー
ンについて

　　　キャンペーン期間中の熱中症防止対策につ
いて説明した。

⑸�　運転者の雇用確保対策について
　　　運送業界への就職促進を図るため、新卒者

議　　題

向けパンフレットを作成し、奈良県内５カ所
のハローワーク窓口に設置及び求職者への配
布を依頼したことを報告した。

⑹�　セミナー等の実施状況について
　　�法令遵守セミナー（1/29）
　　トラック運送事業者のための人材確保・労働

環境改善セミナー（2/2）
　　陸運業の安全衛生管理実務担当者研修（2/19）
⑺�　陸災防奈良県支部令和８年度事業計画（案）
について

　　　令和８年度は、労働災害防止５カ年計画の
４年度目として、労働災害の多くを占めてい
る荷役労働災害防止を最重点課題とし、交通
労働災害防止及び健康確保対策を重点課題と
して対策を推進することを説明した。

　　　また、新規事業として安全衛生推進者等を
対象とした「災害事例から学ぶ陸運業の労働
災害防止対策セミナー」を実施することを説
明した。

⑻�　その他
　　�　奈良産業保健総合支援センターの活用等に

ついて説明した。
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令和８年度 近畿地区道路利用者会議 定例会議令和８年度 近畿地区道路利用者会議 定例会議
　令和８年４月15日（水）、道の駅 びわ湖大橋米プラザ コミュニティルーム光彩において、近畿地区道
路利用者会議 定例会議が開催され、奈良県道路利用者会議　森島和洋会長、奈良県 県土マネジメント部
道路建設課 熊本圭祐課長補佐等が出席しました。
　坂本克己 全国道路利用者会議副会長が、「豊かな日本をつくり生産性を向上させ、国民生活を豊かにす
る基本が経済と道路で限られた国の予算のなかで、道路の予算をしっかりと獲得する会議である。」と挨
拶されました。
　松田直樹 近畿地区道路利用者会議会長のあいさつの後、令和７年度事業報告及び決算報告、役員の改 
選、令和８年度事業計画（案）及び予算（案）、全国道路利用者会議へ提出する要望事項（案）について
審議され、全て承認されました。

9

▲森島会長（右）　熊本課長補佐（左）

▲写真前列 坂本全国道路利用者会議副会長（左）
　　　　　　 松田近畿地区道路利用者会議会長（右）



▲奥野所長

▲校来（あぜき）の隅組

奈 良 県 東 京 事 務 所 を 訪 問奈 良 県 東 京 事 務 所 を 訪 問
　令和８年４月９日（木）、東京都千代田区平河町の「都道府県会館」９階にある奈良県東京事務所を訪
問しました。
　永田町駅から直ぐのところにある、「都道府県会館」の地下1階の通路には、全国の都道府県を紹介する
コーナーがあり、観光地図やチラシ等がおいてあります。
　奈良県東京事務所は、首都圏における奈良県の窓口であり、様々な情報発信や情報収集、連絡調整を行っ
ています。奈良県の魅力発信のひとつとして、昨年度から触って体験できる「校来の隅組」の模型を展示
しています。
　奥野 洋奈良県東京事務所所長から、「木材を横に重ねて井楼組（せいろうぐみ）」として外壁を造る構
造法で、正倉院の校倉が著名です。」と説明がありました。

　東京には、新橋に奈良県ブランドショップ「奈良まほろば館」もあり、奈良県東京事務所と共に首都圏
にて、奈良県の魅力発信につとめています。
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▲奈良県東京事務所

▲地下１階通路の展示状況
右から３番目が奈良県の展示
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日時：令和８年３月24日㈫
場所：奈良・針ＴＳ

奈良・針トラックステーションで労働環境啓発活動奈良・針トラックステーションで労働環境啓発活動

　労働環境啓発活動の一環として、奈良・針ＴＳにおいて管理者等により「ゴミは持ち帰ろう！」・「車内
のゴミは持ち帰りましょう！」・「ストップ！不法投棄」と標記したタオルや吉野杉「箸」を立ち寄るドラ
イバー一人ひとりに手渡して啓発活動を行いました。
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▲白河通運㈱　鈴石智秀 氏（右）



奈良・針トラックステーション・トイレ改修奈良・針トラックステーション・トイレ改修
　全日本トラック協会により、和式トイレから洋式トイレ（ウォシュレット）に改修され、立ち寄りドラ
イバーから好評を得ています。
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▲男性用トイレ

▲女性用トイレ



関係法令等の講習（５時間）
　　　　　日　時　令和８年１月17日（土）10:00～ 16:00　出席31名（24社）

模擬試験の実施／解答、解説（５時間）
　　　　　日　時　令和８年２月 １日（日）10:00～ 16:00　出席33名（23社）

講　師：独立行政法人自動車事故対策機構　奈良支所　チーフ　向山　諒 氏

　令和７年度第２回運行管理者試験の合格を目指
し、講習会を開催いたしました。
　運行管理者試験は出題範囲が広く、合格の難易
度が高いことで知られています。前回の合格率は
全国で37.2%、奈良県で35.0%でした。試験に合格
するため、受講者は真剣な面持ちで講習会に参加
されました。

　講習会後に実施したアンケートでは、受講者の
９割以上の方から「大変参考になった」または「参
考になった」との回答が寄せられました。
　なお、令和７年度第２回運行管理者試験はＣＢ
Ｔ方式（Computer Based Testing）にて実施され、
試験期間は令和８年２月14日（土）から３月15日

（日）までとなっております。

▲向山講師

▲講習会の様子

令和７年度 第２回運行管理者試験対策講習会令和７年度 第２回運行管理者試験対策講習会

出題分野 必要な正解数

①貨物自動車運送事業法関係
②道路運送車両法関係
③道路交通法関係
④労働基準法関係

各１問以上

⑤�その他運行管理者の業務に
関し必要な実務上の知識及
び能力

２問以上

受験者数 合格者数 合格率

全　国 20,755 7,084 34.1%

奈良県 159 56 35.2%

受験者数 合格者数 合格率

全　国 25,318 9,428 37.2%

奈良県 197 69 35.0%

運行管理者試験合格基準令和６年度 第２回運行管理者試験（貨物）

令和７年度 第１回運行管理者試験（貨物）

過去の結果

総得点が満点の60％（30問中18問）以上かつ
下表記載の必要な正解数を満たしていること
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日　：令和８年４月８日㈬
場所：奈良県トラック会館

奈良県警察本部交通部参事官来訪奈良県警察本部交通部参事官来訪

　山口尚久 交通部参事官が来訪、「春の交通安全県民運動が行われていますが、県民の方々の交通安全意
識の向上を図るため、連携してやっていきましょう。」と話をされました。　
　また、交通企画課 山本隆史交通事故分析官からは、「自転車の交通違反後の手続きにも、青切符が適用
されるようになり、自転車の交通ルールに関心が高まっている機会を捉え、交通ルールの浸透を図り、事
故を減らしていきたい。」と説明がありました。
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▲山口交通部参事官（右）と山本交通事故分析官



日　：令和８年４月２日㈭
場所：奈良県トラック会館

奈良県警察本部 交通部高速道路交通警察隊長 来訪奈良県警察本部 交通部高速道路交通警察隊長 来訪

　赤井新一 高速道路交通警察隊長が来訪され、高速道路における交通事故の発生状況、春の交通安全県
民運動の重点事項等について話がありました。
　協会からは、安全運動の重点事項に係る街頭啓発品等の説明をしました。
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▲赤井隊長（写真中央）



奈良警察署長に活動内容を説明奈良警察署長に活動内容を説明
　令和８年２月26日（木）、奈良県トラック協会 吉田金七 百貨店・宅配部会長が、奈良警察署（中田顕
一郎署長）を訪問し、百貨店・宅配部会としての交通安全活動について説明をしました。また、昨年７月
から施行されている、事業用トラックに対する駐車許可制度について、部会として謝意を伝えました。
　この日、三宅 太 交通第一課長が同席されました。

17

▲写真左から、中田署長、三宅交通第一課長、吉田部会長



各地域における春の交通安全県民運動

飲酒運転根絶と
自転車のマナーを訴え

で、自転車の規制が厳しくなっ
た。一件でも悲惨な事故が減ら
せるよう活動したい」とあいさ
つ。自動車やトラックが停止し
た時に、「春の交通安全運動で
す。飲酒運転しないよう協力を」

「自転車のマナーに気をつけて」
など声をかけて、タオルやお茶、
ボールペン、キーホルダーなど
の啓発品を渡していました。時
には通行する自転車のマナーに
ついて署員から注意する一幕も

　天理地域は天理警察署の協力
のもと、やまのべホール前の南
に向かう道路で啓発活動を実施
しました。啓発に先立ち吉岡幹
自支部長は「まだまだ飲酒運転
が減っていない。事故のないよ
う車が停まってから一声かけ
て、飲酒運転の根絶をドライ
バーの皆さんに啓発していただ
きたい」とあいさつ。天理警察
署の日坂登之 交通課長は「自
転車のマナーアップということ

あり、市民やドライバーらに交
通安全を訴えました。
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天　理　地　域天　理　地　域 日時：令和８年４月８日㈬　午前10時～
場所：天理市やまのべホール前

▲あいさつする日坂登之 交通課長

▲吉岡幹自支部長



自転車の青切符制度の
周知を

転はもちろん、信号無視や携帯 
を見ながら、両耳をイヤホンで
ふさいでの運転など取締りをし
ていく。みなさんもご家族の方
などに気をつけて頂けるよう伝
えてもらえたい」と自転車の規
制について述べました。啓発
では信号待ちのドライバーらに

「春の全国交通安全県民運動で
す。安全運転にご協力を」と呼
びかけながら啓発品を手渡して
いました。

　橿原地域は平日の夕方、通勤
帰りなどで混雑する橿原警察署
前の交差点で、信号待ちをする
車のドライバーに手分けして啓
発しました。活動の前、乾浩之
支部長は「この時期、小学校の
新１年生がたくさんいる。手を
あげて横断歩道を渡ってくれる
が、我々運送業としては注意を
はらって事故のないようやって
いきたい」とあいさつ。橿原警
察署の森本真史署長は「４月１
日から自転車の青切符という制
度が始まった。自転車の飲酒運 
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橿　原　地　域橿　原　地　域 日時：令和８年４月９日㈭　午後５時～
場所：橿原警察署前

▲あいさつする乾浩之支部長

▲森本真史署長



安全確認の徹底で
交通事故ゼロ社会へ

すぐ理解するのはなかなか難し
いかもしれませんが、危ないこ
と、無理なことをしないように。
皆で安全への意識を高めて、悲
惨な交通事故を起こさない社会
の実現を目指しましょう」と中
秀夫支部長。
　交通安全のアピールを受けた
通勤通学中の皆さんからも、今
回の「青切符」適用について不
安があったり、気になっていた
という声も聞かれ、交通安全へ
の意識の高まりを感じられる啓
発活動でした。

　郡山地域は通勤通学の人が行
き来するＪＲ郡山駅改札口前、
同駅東側ロータリーおよび西側
ロータリーの三か所において啓
発活動を行いました。令和８年
４月１日から、交通反則通告制
度、いわゆる「青切符」制度が、
従前の自動車に加え、自転車に
も適用されることになったこと
を受けて、多くの人にとってよ
り身近な問題を踏まえての声が
けとなりました。
　「歩行者の安全確保がまず第
一ですね。何が違反になるのか、
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郡　山　地　域郡　山　地　域 日時：令和８年４月６日㈪　午前７時30分～
場所：ＪＲ郡山駅周辺

▲中秀夫支部長



自転車のルール順守を

交通課の水田尚宏係長が「交通
安全の取り組みには地域の皆様
のご協力が欠かせません。事故
ゼロ、安全・安心な社会の実現
を目指して呼び掛けましょう」
とあいさつ。その後、参加者は
乗降客や商業施設を訪れた人に
啓発品を手渡しました。　
　商業施設から出てきた家族連
れに、笑顔で声掛けした奈良支
部のメンバーは「こうして街頭
で活動することで運送業に携わ
る自身の交通安全に対する意
識も高まりますね。良い機会

　奈良地域は、奈良や学園前、
生駒での啓発活動に参加しまし
た。生駒警察署が近鉄生駒駅前
で行った街頭啓発では、「自転
車の青切符制度が４月から導入
されました。交通ルールを守り
安全運転を徹底してください」
などと呼び掛けました。
　啓発活動は駅中央口から北口
にかけて、百貨店などの商業施
設を結ぶ連絡橋で行われ、奈良
支部のメンバーのほか、地元の
交通安全協会の関係者ら約30人
が集まりました。冒頭、生駒署

になりました」と話していま 
した。
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▲あいさつする水田尚宏係長

奈 良 地 域奈 良 地 域

「交通安全市民運動セレモニー」生駒署　　　日時：4月6日（月）午前10時～
場所：生駒警察署
「交通死亡ゼロを目指す日」生駒署　　　　　日時：4月10日（金）午後2時～
場所：近鉄生駒駅北出口バスロータリー横断歩道付近
「近鉄学園前駅前啓発活動」奈良西署　　　　日時：4月10日（金）午後4時30分～
場所：近鉄学園前駅前
「交通死亡ゼロを目指す日」奈良署　　　　　日時：4月15日（水）午後2時30分～
場所：JR奈良駅東口広場



自転車マナーの遵守を

啓 発 活 動
交通安全教室

横断歩道での事故が起きており
厳しい状況」と年初からの交通
事情を説明し、「事故防止には地
域の協力が欠かせない」と力を
込めました。

トラックの近くでは遊ばないで
　また秋津幼稚園での交通安全
出前教室には森本支部長と支部
の上村祐司 氏が参加。啓発品
の折り紙を園児に寄贈し、署員
らによる安全指導をサポートし
ました。２人は園児を前に「大
きなトラックは危ないので十分
注意してください。近くで絶対

　御所地域は、御所市交通対策
協議会（会長・山田秀士御所市
長）が行ったスーパーでの啓発
活動に参加し、御所支部の森本
好美支部長が山田市長に啓発品
を手渡しました。
　啓発活動では冒頭、山田市長
が「自転車の青切符制度が始ま
りました。事故のない安全・安
心な社会を実現するためご家庭
でもお子様の自転車のマナーの
順守といったご指導を徹底して
いただければ」などとあいさつ。
高田署の岡澤敬子署長は「管内
では死亡事故はないが高齢者や

に遊んではいけません」と呼び
掛け、高田署と交通安全母の会
が行った横断歩道の渡り方の指
導の際には「左右をよく見て
ね」などとアドバイスしていま
した。
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▲あいさつする岡澤敬子署長

▲園児を前に安全指導をする森本好美支部長（右）と上村祐司 氏

御 所 地 域御 所 地 域
日時：令和８年４月６日㈪　午後４時～
場所：スーパー ライフ御所店前広場
日時：令和８年４月８日㈬　午前10時～
場所：秋津幼稚園



交通安全への協力を
アピール

が亡くなられている。人身事故、
物損事故とも増加傾向にあり、
危機感を抱いている。一丸と
なって事故防止に努めたい」と
決意を語りました。桜が見ごろ
の時期とあって、観光バスやハ
イカーの車でにぎわう道の駅。
参加者は啓発品やチラシの入っ
た袋を「全国交通安全運動実施
中です。交通安全へのご協力を」
と呼びかけながら手渡ししてい
ました。活動終了後、櫻本貴大
支部長は「老人やこどもの交通
安全講習会を通して安全活動に
役立ててほしい」と反射材やタ

　吉野地域は「吉野路交通安全
運動決起大会」に参加。吉野山
へ向かう観光客らでにぎわう道
の駅で、関係する各団体のみな
さんと啓発しました。開会式で
は吉野地区交通対策協議会会長
の辻本眞宏 大淀町長があいさ
つ。「桜で交通量が増えるこの
季節。警察の取締りだけでは交
通事故を防げない。行政や各種
団体のみなさんで一致協力して
悲惨な事故を減らしたい」と述
べ、吉野警察署の岡田茂之署長
は「昨年県内では25名の方が亡
くなられ、吉野署管内では１名

オル、ボールペン、箸を各150
セット、吉野署に寄贈しました。

23

吉　野　地　域吉　野　地　域 日時：令和８年４月６日㈪　午前10時30分～
場所：大淀町　道の駅吉野路大淀iセンター駐車場

▲右から３人目が櫻本支部長

▲あいさつする吉野署 岡田署長



歩行者保護と
自転車交通ルールの周知

の奥田哲生代表取締役も「あち
こちで事故が起こっている。西
和署管内でひとつでも事故がな
くなるようお願いしたい」と述
べました。
　入口手前にはパトカーの試乗
体験もあり、小さな子供づれの
家族に好評。子どもを運転席に
載せて、記念写真を撮っていま
した。中西啓二支部長は「トラッ
クの事故が最近よく報道されて
いる。我々も注意したい。また
自転車に気をつけて走ること、
スマホを見るなどながら運転を

　西和地域は「信貴山のどか
村」駐車場で啓発。土曜日の朝、
施設への来場者に向けて交通安
全協会や西和警察署と連携して
活動しました。活動に先立ち西
和警察署の中山玲二 交通課長
は「この春から自転車の青切符
が導入された。あいかわらず歩
行者の事故が多い。歩行者が車
と当たったら重症になる可能性
がある。横断歩道での歩行者保
護と自転車交通ルールの周知、
この2点を重点的に啓発したい」
と決意を語り、信貴山のどか村

しないことが大切」と語りまし
た。
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西　西　和和　地　域　地　域 日時：令和８年４月11日㈯　午前10時～
場所：三郷町 農業公園 信貴山のどか村

▲あいさつする中西支部長（右）

▲あいさつする中山玲二交通課長



飲酒運転の根絶と
安全運転の励行

たい。県内、田原本で事故が
ゼロになるよう頑張っていき
ましょう」と述べました。啓
発活動は国道24号の南北方向、
両サイドに分かれて、信号待
ちのドライバーらに「交通安
全運動です」「安全運転でお願
いします」など声をかけなが
ら、タオルや箸をセットした
啓発グッズを渡していました。
啓発活動終了後、日坂課長は

「あと２日と言わず交通安全を

　田原本地域は期間の終盤に、
道の駅レスティ唐古・鍵遺跡
前の交差点付近で啓発活動を
実施しました。啓発の前、天
理警察署の日坂登之 交通課長
は「残り２日間の交通安全県民
運動、事故のないよう協力し
てやっていきたい」とあいさ
つ。萩原良介支部長は「トラッ
ク協会としての最優先事項は
飲酒運転の根絶。これをみな
さんと協力して取組んでいき

広めていただきたい」と話し
ていました。
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田  原  本  地  域田  原  本  地  域 日時：令和８年４月14日㈫　午後２時～
場所：道の駅レスティ唐古・鍵遺跡周辺

▲あいさつする日坂登之交通課長（右）
と萩原良介支部長



交通ルールを守り
事故防止に努めましょう

しょう」とあいさつ。高田警察
署の岡澤敬子署長は、今年の県
内での事故の現況を報告し「事
故を減らすためには地域の皆様
の協力が欠かせません」と強調
しました。
　高田支部では、割り箸やタオ
ルなどの啓発品と共に、通学路
に設置する交通安全看板も寄
贈。西川直利支部長は「イラン
情勢の混乱で私達の業界は厳し
い環境に置かれていますが、社
会基盤を支える役割を担ってい
るという矜持を忘れず地域の交

　「横断歩道ではお年寄りや子
供など交通弱者に十分注意を」
と高田地域は、大和高田市交通
対策協議会（会長・堀内大造市
長）が高田署と連携して市役所
庁舎前の道路で行った街頭啓発
に参加しました。開会式で堀内
市長は「市内では昨年９月、事
故が起きたが、交通ルールを
守ってさえいれば防げた。今回
の啓発を地域の皆様に交通ルー
ル順守の重要性を再認識してい
ただく機会とし、官民一体とな
り安全・安心な社会を実現しま

通安全にさらに貢献していきた
い」と話しました。
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高　田　地　域高　田　地　域 日時：令和８年４月６日㈪　午前11時～
場所：大和高田市役所前道路

▲堀内市長に啓発品と交通安全看板を寄贈する西川支部長（左）

▲あいさつする岡澤敬子署長



安全運転を呼び掛け

と指示。その後、同庁舎の吉田
晃見所長が「日頃から交通安全
に取り組んでいます。今後も事
故のない社会の実現を目指して
まいりますのでご協力のほど、
お願い申し上げます」とあいさ
つしました。
　行楽客の家族連れに啓発品を
手渡した支部のメンバーの一人
は「支部のこの取り組みが少し
でも事故防止につながれば」と
話していました。

　「この道路は土日に交通量が
増えます。スピードは控え目に」
宇陀・吉野地域は桜井警察署と
連携して、宇陀市の国道165号
西峠交差点で恒例の啓発活動を
実施し、桜が開花した吉野山な
どに向かうドライバーらに安全
運転を呼びかけました。
　支部会員は宇陀警察庁舎に参
集し、小林茂支部長が「頻繁に
車が往来する中での啓発活動と
なります。自身の安全確保を最
優先に、声掛けをしてください」
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宇陀・吉野地域宇陀・吉野地域 日時：令和８年４月11日㈯　午前10時～
場所：宇陀市榛原 国道165号 西峠

▲あいさつする吉田晃見所長

▲小林茂支部長



１ 県内の交通事故発生状況

２ 県内の事業用貨物自動車が関係する交通事故発生状況

３ 高速道路での交通事故に注意

大型連休に入り、
車両の通行量が増え、
渋滞が発生する可能
性があります。
特に高速道路での
交通事故に注意しま
しょう。

○ 渋滞車両や停止車両との事故に注意
運転中は、前方に注意を払い、渋滞を発見すれば、早
めにハザードランプを点灯させて減速しましょう。
また、故障等による停止車両を発見すれば、付近に人
がいる可能性があるため、注意して走行しましょう。
道路情報板やラジオ等で渋滞状況や停止車両の有無に
ついてチェックするようにしましょう。

○ 逆走車両に注意
逆走車両を発見すれば、安全な場所で１１０番通報を
お願いします。
また、道路情報板やラジオ等で逆走車の情報を知れば、
速度を落とし、十分な車間距離をとって、左側車線を走
行しましょう。

4月15日３月１０日現在

件 件 件 １日あたり約 件

件 件 件 １日あたり約 件

死者数 人 人 人 約15日に 人

負傷者数 人 人 人 １日あたり約 人

件 件 件 １日あたり約 件物件事故件数

※令和８年の件数、死傷者数は概数です。

備　　考前年同期区　　分 令和８年 増減数

人身事故件数

総件数

件 件 件

件 件 件

死者数 人 人 人

負傷者数 人 人 人

件 件 件

総件数

4月15日現在

増減数令和８年区　　分

人身事故件数

前年同期

※令和８年の件数、死傷者数は概数です。

物件事故件数
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奈良県警察本部からのお知らせ



別別添添  
（（５５月月掲掲載載用用））  

  

事事業業主主のの皆皆様様へへ  
 

     労働保険年度更新のご案内 
 
  
  

令令和和８８年年度度  労労働働保保険険（（労労災災保保険険・・雇雇用用保保険険））のの年年度度更更新新期期間間はは、、  

６６月月１１日日（（月月））かからら７７月月１１００日日（（金金））ままででととななりりまますすののでで、、  

期期間間中中のの申申告告・・納納付付ををおお願願いいししまますす。。 
 
 電電子子申申請請のの利利用用又又はは郵郵送送にによよるる提提出出がが可可能能でですす。。  

 
年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です。 

 
※※令令和和８８年年４４月月１１日日ををももっってて雇雇用用保保険険料料率率がが改改定定さされれてていいまますすののでで、、令令和和８８年年

度度概概算算保保険険料料のの算算定定ににははごご注注意意下下ささいい。。 
 

詳詳ししくくはは、、下下記記ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  
  

奈奈良良労労働働局局総総務務部部  労労働働保保険険徴徴収収室室  
ＴＴＥＥＬＬ  ００７７４４２２－－３３２２－－００２２００３３  
  
ままたたはは、、管管轄轄労労働働基基準準監監督督署署・・ハハロローーワワーークク（（公公共共職職業業安安定定所所））  
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奈良労働局からのお知らせ
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飲酒運転の根絶を目指して
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　　2026 年 2 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

120.55 104.61 113.74

　　2026 年 2 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 119.35 106.07 116.08

出光昭和シェル 131.87 105.85 114.75

キグナス

コスモ 118.87 103.08 108.75

その他 118.84 103.71 113.56

　　2026 年 2 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 123.54 104.88 114.28

30～50キロリットル未満 114.60 104.11 109.95

50～100キロリットル未満 110.13 104.33

100キロリットル以上 114.55 103.48

　　2026 年 2 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 106.10 103.78 111.70

30～60日未満 120.43 104.02 114.03

60日以上 138.10 112.17

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2025年10月 128.53 113.29 120.76

2025年11月 123.38 108.56 119.39

2025年12月 116.98 107.27 114.33

2026年１月 116.68 102.22 111.15

2026年２月 120.55 104.61 113.74

※消費税抜きの価格となります。

令和８年３月25日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2026年２月）
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「トラック・荷台等での荷崩れ」による死亡災害事例を分析すると、
「積みおろし時における被災」がこれら事例の半数以上を占めており、荷物の固定・固

こば く

縛が
不適切だった例が多く見られました。通常、積みおろし担当者は積付け時の状況が分からないため、
積みおろし時の危険を的確に把握できず、その結果災害に至ってしまうケースがあります。

2

事
１
例

事
２
例

固定ベルトを外した途端に
多くの角材が落下（死亡災害）

ドラム缶とともに転落。
ドラム缶が被災者に直撃（死亡災害）

　被災者は、トラック（ウイング車）の
積荷である角材180本の束の積み付け
状況を点検していました。角材はラッシ
ングベルトで固定されていたものの、
点検のためベルトを緩めたところ、角材
の束が崩壊し、被災者は角材の下敷きに
なりました。なお、同被災者は保護帽を
着用していませんでした。

　被災者は、積載されているドラム
缶を、トレーラーコンテナの奥から
フォークリフトのあるトラック荷台
側面に移動させる作業をしていまし
たが、コンテナから地面へドラム缶と
ともに転落し、ドラム缶が被災者に直
撃しました。なお、コンテナ内部の底
面には雪が残っており、非常に滑りや
すい状態でした。

トラック・荷台等での
荷崩れによる
死亡災害

％19.3
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重大な労働災害を防ぐためには
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積付け時には、積荷の状態を確認すること（積みおろし配慮）

荷崩れが起きやすいような形で積付けが行われると、積みおろしの際に非
常に危険です。積みおろし担当者が安全な積みおろしができることを前
提に、積付け時の積みおろし配慮を行いましょう。
また、荷崩れを防ぐために、適切な固定・固

こ ば く

縛を行うなど、適正な方法で
荷を固定させることが非常に重要です。

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策

 作業手順書を作成しましょう

 積荷の状態に応じて作業指揮者を定めましょう

 荷の固定・固縛方法に係る研修を実施しましょう

 積付け・積みおろし時に渡し板等が必要な場合には、
板の脱落防止や荷の滑り止め措置を実施しましょう

 トラックの走行途中で積荷の固定・固縛方法を点
検しましょう

 荷崩れに繋がりやすい荒い運転（急制動、急発進、
急旋回など）をしないようにしましょう

 荷台のあおりやウイング等を動かす際には、事前
に荷が立てかけられていないかを確認しましょう

「安全輸送のための積付け・固縛方法」では、荷崩れを防ぐための積付け・
固縛時の注意点などについて紹介していますので、参考にしてください。

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

参考資料

資料提供：公益社団法人全日本トラック協会

手順書のとおりに
お願いします。了解しました。

ひ と こ と
アドバイス
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）普通貨物車とワンボックスの赤信号での追突事故

事業用自動車事故事例 №129



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和８年３月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 10 0 0.0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 10 0 0.0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 10 1 10.0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 10 0 0.0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 10 0 0.0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 9 0 0.0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 10 0 0.0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 10 0 0.0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 3 0 0.0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 0.0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 10 0 0.0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 10 0 0.0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 7 1 14.3%  

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 10 0 0.0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 10 1 10.0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 10 2 20.0%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 10 0 0.0%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 10 2 20.0%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 10 0 0.0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 10 2 20.0%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 10 0 0.0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 9 0 0.0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 3 1 33.3% ③ 
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 10 0 0.0%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 7 3 42.9% ② 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 7 3 42.9% ② 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 10 0 0.0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 10 0 0.0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 10 1 10.0%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 10 0 0.0%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 10 3 30.0%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 2 1 50.0% ① 
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 10 1 10.0%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 10 0 0.0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 10 2 20.0%  

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 10 0 0.0%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 10 0 0.0%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 10 1 10.0%  

指 導 件 数 合 計 337 25 9.0%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ３件 １件 ４件 件 件 件 ８件 
新規参入 件 ２件 件 件 件 件 ２件 
新規(他) 件 件 件 件 件 件 件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ３件 ３件 ４件 件 件 件 １０件 

 

令和８年３月実施状況 

計画件数 実施件数 

１４件 １０件 

 

実施件数合計 

１８０件 

 

令 和 ７ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 ２２件 ８月 １２件 １２月 １４件 
５月 １９件 ９月 １４件 １月 １２件 
６月 ２１件 １０月 １６件 ２月 １１件 
７月 １７件 １１月 １２件 ３月 １０件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和８年３月)



 
「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

項 目 別 指 導 結 果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 180 0 0.0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 180 2 1.1%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 180 4 2.2%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 180 0 0.0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 180 0 0.0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 147 3 2.0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 180 0 0.0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 180 2 1.1%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 52 0 0.0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 7 0 0.0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 180 2 1.1%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 180 0 0.0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 137 36 26.3% ④ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 180 0 0.0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 180 2 1.1%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 179 17 9.5%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 180 4 2.2%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 180 30 16.7% ⑥ 
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 180 0 0.0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 180 20 11.1% ⑨ 
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 180 0 0.0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 165 8 4.8%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 34 10 29.4% ③ 
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 180 18 10.0% ⑩ 
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 120 54 45.0% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 121 38 31.4% ② 

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 180 0 0.0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 180 2 1.1%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 178 40 22.5% ⑤ 
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 180 2 1.1%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 180 24 13.3% ⑧ 

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 67 4 6.0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 174 10 5.7%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 180 0 0.0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 180 53 29.4% ③ 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 170 9 5.3%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 169 9 5.3%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 180 28 15.6% ⑦ 

指 導 件 数 合 計 6040 431 7.9%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 60 件 60 件 43 件 3 件 1 件 0 件 167 件 
新規参入 1 件 3 件 3 件 1 件 0 件 0 件 8 件 
新規(他) 2 件 2 件 1 件 0 件 0 件 0 件 5 件 
特別(労) 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

特別(他) 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 
総合 63 件 65 件 47 件 4 件 1 件 0 件 180 件 

 

令 和 ７ 年 度 実 施 状 況 

年間目標件数 実施件数 目標件数に対する実施率 

１６０件 １８０件 １１２．５％ 
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ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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トラック協会・陸災防奈良県支部

５月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

９ 土 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

16 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

17 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

23 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

24 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

27 水 13：0０ ～ 奈ト協　第53回定時総会／陸災防奈良県支部　第64回通常総会 ホ テ ル 日 航 奈 良

６月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

６ 土 ９：00 ～ 玉掛け技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

７ 日 ９：00 ～ 玉掛け技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

12 金 13：3０ ～ 整備管理者選任前研修 奈良県トラック会館

13 土 ８：30 ～ 玉掛け技能講習会【実技】 奈良県トラック会館

21 日 10：0０ ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

28 日 10：0０ ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館
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大樹生命保険（株）支社長来訪大樹生命保険（株）支社長来訪
　令和８年３月17日（火）、大樹生命保険株式会社 小関和之奈良支社長が来訪されました。

▲小関支社長（右）
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事 故 対 か ら の お 知 ら せ
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                チ ラ シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を 

近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす  

お問い合わせ・ご連絡は 当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０ 

近畿交通共済からのお知らせ
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近畿交通共済協同組合

近畿共済安全通信（2026.5）

あなたならどうする？

あなたは、交差点に接近中、信号が黄色に変わりました。

交差点の向こうの歩道には子どもたちがいます。
また、対向車線を走行している車は右折の合図を出しています。
この場面にはどのような危険が潜んでいるでしょうか。

出典：全国トラック交通協会 危険予知トレーニング

①信号が変わっても直進し、前の車に追突
②交差点に進入、対向右折車と衝突
③交差点に進入、横断歩道横断中の子どもと接触

こんな危険が▼

ここに注意▼

● 黄色信号では早めに減速
● 交差点手前で停止を意識
● 前車につられて進入しない

今回は、交差点で注意したい、交通事故に繋がる危険性とその対
処法について一緒に考えていきましょう。
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定 時 総 会 の 日 程

会 員 各 位

公益社団法人奈良県トラック協会

第５３回定時総会の日程について

１　日　時
　　令和８年５月２７日（水）　午後１時

２　場　所
　　ホテル日航奈良
　　　　奈良市三条本町８－１　℡ ０７４２－３５－８８３１

３　議　事
　　○　令和７年度事業報告及び決算承認に関する件
　　　　監査報告
　　○　役員の選任に関する件



▲株式会社エスライン奈良（写真中央　代表取締役社長　新徳　和博 氏）

▲株式会社コダマサービス　大西　年夫 氏 ▲株式会社 讀宣運輸　黄塚　照央 氏

　積極的な熱意を結集し、交通・労働災害の防止、環境保全及び輸送秩序の確立によ

り、円滑な輸送の達成を図り、トラック運送事業の社会的地位向上に寄与した功績に

よる。

　輸送運動において、優秀な技能と積極的な熱意をもって輸送運動に従事した功績に 
よる。

（優秀事業所表彰）

（優秀従業員表彰） （優秀従業員表彰）

全日本トラック協会長より表彰状が授与されました全日本トラック協会長より表彰状が授与されました
「正しい運転・明るい輸送運動」表彰受賞「正しい運転・明るい輸送運動」表彰受賞
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